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（１）総論  
本研 究では、財政赤字・財政再建下における租税政策の研究を行った。対象期間及び

場所は、財政再建を達成した 1990 年代のアメリカであるが、同時期にバブル崩壊を経験

して以降、財政赤字にあえぐ日本をも意識している。  
本研 究がカバーする学問分野は、財政学、中でも租税論である。特に租税制度を中心

とした 「制 度の相互関連」に着目する点で、従来の研究では意識されることのなかった

点を正面から取り上げるところに特色がある。  
一例 を挙げると、雇用主負担の社会保障税（日本では雇用主負担の社会保険料）の負

担増大 を考 える場合、社会保障税の負担増加のみに着目すべきではなく、これが法定福

利費と して 法人税の減収にも影響を与えているという視点である（社会保障税と法人税

との相互関連）。  
研究費の交付期間には、 1990 年代のアメリカの租税政策について、法人所得税を中心

に社会保障 税、個人所得税をも視野に入れた租税「制度内部の相互関連」と、租税制度

と会計制度 といった「制度間の相互関連」にも着目して分析した。さらに、制定された

制度の作用 のみならず、制度の制定される政策形成過程にまでさかのぼり、政策意図と

現実との乖離についても検討した。  
当面 の目的は、アメリカの財政再建期における市場経済・社会と財政・税制との関係

が明ら かに することにあるが、究極の目的は、日本が直面する政策課題である財政再建

を可能とする租税政策の一例として位置づけることにあった。  
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（２）各論  
 

【研究成果１】  
関口 智「アメリカ連邦・州政府における法人所得税・社会保障税・個人所得税の相互関連－C法人・S法人・ユ

ニタリータックス・LLC・EITC－」  立教大学経済学研究会  立教経済学研究    60巻 1号  2006.7  57-102 
 

（概要）  
1990 年代後半のアメリカは未曾有の好景気のもとで財政再建を達成した。本稿で着目

したのは、 財政再建期におけるアメリカの租税構造、とりわけ連邦・州政府における法

人税・所得税・社会保障税の相互関連である。  
1980 年代から 1990 年代における主要税収増加率と実質 GDP 増加率との関連、とりわ

け 1990 年代後半における主要税収増加率を見てみると、所得税・法人税・社会保障税そ

れぞれ が異 なる動きをしていという、興味深い事実が浮き彫りとなる。これらの要因を

探るべく 2 つの視点から述べた。  
第一 に、連邦政府内部での法人所得税・社会保障税・個人所得税の相互関連や、州・

地方 政府内 部での法人所得税・社会保険税・個人所得税の相互関連に着目した分析であ

る。 これら は、各政府内部での租税構造又は租税間の関連であり、水平的租税関係とい

うこともできる。  
第二 に、連邦政府と州・地方政府相互の個人所得税の関連や、連邦政府と州・地方政

府相互の法 人所得税の関連等に着目した分析である。これらは、各政府間の租税構造又

は租税間の関連であり、垂直的租税関係ということもできるであろう。  
このような視点から、まず、連邦政府における水平的租税関係について、 1990 年代に

おける制度 上の取り扱いと実態を明らかした。次に、連邦政府と州政府の垂直的租税関

係について 制度上の取り扱いを確認した。最後に、カリフォルニア州における水平的租

税関係及び連邦政府とカリフォルニア州との垂直的租税関係について、 1990 年代におけ

る実態を明らかにした。  
 
 

【研究成果２】  
関口 智・伊集守直「税制改革の将来構想」 『希望の構想－分権・社会保障・財政改革のトータルプラン』 第

3章    岩波書店  2006.11  148-191 

 

（概要）  
本稿では日本における歳入構造の改革に焦点を当て ,各政府の歳入を有機的に関連付け

た改革を構想している。現状の財政収支の赤字や債務累積に鑑みると ,財政収支の均衡に

配慮した議論を避けて通ることはできない。その限りでは ,歳入構造改革の構想でも収支

の回復を意識しないわけではない。しかし ,構想する歳入改革は ,単に財政収支を均衡させ

る こ と を 主 目 的 に し て い る の で は な く ,公 平 と 効 率 の 調 和 の 取 れ た 税 制 を 構 築 す る こ と

で ,結果的に財政赤字を削減されることを目的としている。   
そ れ ゆ え ,一方 で 所 得弾 力 性 の高 い 租税 構造 を 志 向し ,他 方 で安 定 的 な財 源 をも たら す

歳入構造を志向する。このような歳入構造が実現できれば ,国民が公共サービスの増大を

選択したときにも柔軟に対応でき ,景気が安定化すれば結果として財政収支の均衡も達成

されることになる。   
た だ ,歳 入 構造 改 革 は財 政 の 原則 で ある 「量 出 制 入」 を 前提 とし て お り ,国 民 が 必要 な

財・サービス (歳出 )に合意し ,その歳出を賄うための改革である。この前提のもとで ,中央

政府の所得税 ,地方政府の消費税 ,社会保障基金政府の社会保障拠出金の三者を機軸に ,社
会全体で公平と効率の調和を図る戦略を採用した。第 1 節では現行の税制・社会保障負  
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担の実態を検証しながら公平と効率の調和の必要性があることを明らかにした。第 2 節

では抜本的歳入改革のシナリオを提示した。第 3 節では近年の税制改革案の中で注目さ

れている二元的所得税論の再検討をおこない ,最後にこれまでの議論を踏まえたまとめを

行った。  
 
 

【研究成果３】  
関口 智「アメリカ国際租税政策の一側面－CFC・サブパート F・外国事業体・エンロン－」  立教大学経済学研

究会  立教経済学研究    60巻 4号  2007.3  135-159   
 

（概要）  
本稿 では、アメリカの資金循環過程の一側面に対する課税の側面、とりわけ海外直接

投資から生じた国外源泉所得に対する、アメリカの国際租税政策について着目した。   
アメ リカ法人税収の側面から整理してみると、アメリカよりも低税率国への進出が増

大していることから、 90 年代は一貫して国外実効税率が低下傾向にあった。その要因は

国外源泉所 得を低税率国に留保していることにあった。低税率国での留保は、本国アメ

リカでの追加負担が生じないので、アメリカ国内の法人税収の減少要因となる。   
アメ リカでは国外所得を親会社に配当せずに留保することで、本国親会社の課税を意

図的に繰り延べるような行為を抑止すべく、サブパート F 規定を設けている。しかし、

租税回避スキームによる所得分類の変更により、サブパート F 規定が機能不全に陥って

いることを確認した  。このサブパート F 規定の機能不全も、本国アメリカでの合算課税

の所得の減 少を意味するので、アメリカ国内の法人税収の減収要因となる。つまり、低

税率国での留保とサブパート F 規定の機能不全はアメリカ国内の法人税収の減少をもた

らす一要因となっている。   
この 状況は、全世界での法人税収の減収要因にもなっている。というのは、低税率国

での留保とサブパート F 規定の機能不全は、国外源泉所得の直面する租税負担には追加

の負担が生 じないことを意味し、国外実効税率がそのまま租税負担をして反映されるこ

とになるからである。  
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等 を 記 入 し た 調 書 （ Ａ ４ 縦 型 横 書 き １ 枚 ・ 自 由 様 式 ） を 添 付 す る こ と 。  
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